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兼業・副業人材活用事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，兼業・副業人材活用事業を実施する際の経費の一部を補助することについて，

福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 備後圏域 広島県及び岡山県に所在する６市２町（福山市，三原市，尾道市，府中市，世羅

町，神石高原町，笠岡市及び井原市）をいう。 

(2) 市内中小企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項及び中小企業信用

保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条第２項に規定する要件に該当する中小企業の

うち，福山市内に本社を有する企業をいう。 

(3) 兼業・副業人材 専門的な知見やスキル等を有し，業務委託契約等に基づき，職務や期間を限

定して業務に従事する者をいう。 

(4) 兼業・副業人材活用事業 備後圏域外に居住する兼業・副業人材が市内中小企業の所在場所等

を訪れて業務に従事し，兼業・副業人材が持つ専門的な知見やスキル等を活用し，生産性の向上

や新商品開発など企業課題の解決や経営の高度化に取り組むことをいう。 

（補助対象者） 

第３条 兼業・副業人材活用事業補助金（以下「補助金」という。）の補助対象者は，次の各号に掲

げる要件を満たすものとする。 

(1) 市内中小企業であって，兼業・副業人材活用事業を実施しようとする者 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団

関係者ではない者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業，ギャンブル業，賭博等，社会通念上適切で

ないと判断される事業を行っていない者 

(3) 兼業・副業人材活用事業を実施する際に要する経費について，国，県，市その他の団体が実施

する他の制度の補助を受けていない者 

（補助対象期間） 

第４条 補助の対象期間は，交付決定を行った日（以下「交付決定日」という。）から交付決定日が

属する年度の２月末日までとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は，兼業・副業人材活用事業に要する経費のうち，別表に定めるものとする。 

２ 補助対象経費には，消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。  

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は，補助対象経費の２分の１（１，０００円未満は切り捨て）とし，活用する兼

業・副業人材１人につき，１００，０００円を上限とする。 
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（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，「補助金交付申請書」

（様式第１号）に「事業計画書兼収支予算書」（様式第２号）及び次の各号に掲げる書類を添え

て，市長に提出するものとする。  

(1) 兼業・副業人材の居住地が備後圏域外であることを証する書類（運転免許証等の写し） 

(2) 兼業・副業人材の業務委託契約等を証する書類（契約書等の写し） 

(3) 申請者の会社概要がわかる書類（会社案内，パンフレットなど） 

(4) 申請者の旅費支給規定等 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 交付申請は，交付決定日が属する年度とその翌年度の２か年度に限ることとし，対象経費として

計上可能な兼業・副業人材は当該２か年度で最大２名までとする。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は，第７条第１項の規定による補助金の交付申請があったときは，その審査を行い，補

助金の交付又は不交付の決定を行い，「補助金交付決定通知書」（様式第３号）により速やかに申

請者に通知するものとする。 

（責務等） 

第９条 前条第１項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者（以下「補助金交付決定者」とい

う。）は，次に掲げる事項を行わなければならない。 

(1) 兼業・副業人材が本市に訪れた際に本市の魅力を体験できるよう，本市の地域資源やワー

ケーション等に係る情報を兼業・副業人材に提供すること。 

(2) 市長の求めに応じて，兼業・副業人材活用事業の進捗を報告すること。 

(3) 本市のホームページやＳＮＳ，広報誌その他の情報媒体を活用した兼業・副業人材活用事業

の事例のＰＲに協力すること。 

 ２ 市長は，福山市補助金交付規則第１４条第１項に定めるもののほか，補助金交付決定者が前項に

掲げる事項を行わない場合は，交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（事業計画等変更の申請） 

第１０条 補助金交付決定者は，申請書に記載した事項を変更するときは，あらかじめ「事業計画変

更・中止・廃止・承認申請書」（様式第４号）に「変更収支予算書」（様式第５号）を添えて市長

に提出し承認を受けなければならない。ただし，事業内容の変更がなく，かつ，補助対象経費の２

０パーセント以内で増減する場合は，この限りではない。 

２ 計画の変更により補助対象経費が減額となった場合，市長は既に決定した補助金の額を減額する

ことができる。 

３ 計画の変更により補助対象経費が増額となった場合，補助金の額は，当初交付決定額を上限とす

る。 

 （事業の中止又は廃止） 
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第１１条 補助金交付決定者は，補助対象事業を中止又は廃止する場合においては，あらかじめ「事

業計画変更・中止・廃止・承認申請書」（様式第４号）を市長に提出し，承認を受けなければなら

ない。この場合において，市長は，補助金交付決定を取り消すものとする。 

（事業報告書の提出及び補助金の請求） 

第１２条 補助金交付決定者は，補助事業が完了したときは，その日から起算して３０日以内又は交

付決定日が属する年度の３月１０日のいずれか早い日までに，「事業報告書」（様式第６号）及び

「収支決算書」（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象経費の領収書等の写し 

(2) 兼業・副業人材へ支給した経費を証する書類（合計額と内訳がわかるもの） 

(3) 事業内容報告書（様式第８号） 

(4) その他市長が必要とする書類 

２ 市長は，前項の規定により提出された事業報告書について，その内容を審査し，適合すると認め

るときは，「補助金交付額確定通知書」（様式第９号）により，補助金交付決定者に通知するもの

とする。 

３ 補助金交付決定者は，前項の通知を受けたときは，速やかに補助金交付に関する請求書を市長に

提出しなければならない。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は，補助金交付決定者が偽りその他不正により補助金の交付を受けたときは，その者

から本補助金を返還させることができる。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行について必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は，２０２３年（令和５年）７月 １日から施行する。 
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別表（第５条第１項関係） 

対象経費 内容 

交通費 鉄道等の公共交通運賃及び自動車等利用時の燃料費，高速道

路等使用料，レンタカー代等の移動に要する経費 

滞在費 市内の宿泊施設に宿泊する経費 

短期的に賃貸住宅等を借り上げるために要する経費 

移転費 引越し代等の滞在のための移転に要する経費 

オフィス利用料 コワーキングスペースやサテライトオフィスの利用料 

その他市長が対象経費として

適当と認める経費 

上記のほか，兼業・副業人材活用事業を実施するために，特

に必要と認められる経費 

 

 


